
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
三
号

原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
七
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
十
四
条
並
び
に
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
七
十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
損

害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
令
第
二
条
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
金
）

第
一
条
　
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
第
四
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

資
金
は
、
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
第
三
条
４
の
規
定
に
よ
り
締
約
国
に
つ
い
て
そ
の
額
が

算
定
さ
れ
る
利
息
及
び
費
用
と
す
る
。

（
延
滞
金
）

第
二
条
　
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
徴
収
す
る
延
滞
金
の
額
は
、
負
担
金
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
負
担
金
又

は
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
負
担
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
納
付
す
べ
き
期
限

の
翌
日
か
ら
そ
の
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
負
担
金
の
額
に
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
負
担
金
の
額
の
一
部
に
つ
き
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
納
付

の
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
負
担
金
の
額
は
、
そ
の
納
付
の
あ
っ
た
負
担
金
の
額
を

控
除
し
た
金
額
に
よ
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
三
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
換
算
の
方
法
）

第
四
条
　
法
、
令
及
び
こ
の
省
令
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
間
の
換
算
は
、
当
該
換

算
に
用
い
ら
れ
る
外
国
為
替
相
場
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
別
記
）

様
式

（別記）

様式

表 面

第 号

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害

賠償資金の補助等に関する法律第13条第２項の規定による

立 入 検 査 証

職名及び氏名

年 月 日生

年 月 日交付

写

文部科学大臣 印

真

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とすること。

裏 面

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害

賠償資金の補助等に関する法律（抄）

第13条 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、原子

力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の

事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類

その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第15条 第13条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し

くは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をした者は、30万円以下の罰金に処する。

押出

スタンプ

1


